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●パブリックコメント実施の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予告および公表事務 ■所管課 
・広報（予告・実施の２回）およびホームページへの掲載 

（ホーム＞防災・まちづくり＞市民参画＞パブリックコ

メント＞予告・実施中） 
・①意見募集案内文、②公開資料を、フラットファイルに
セットし、１４部を市民協働課へ提出、１部は所管課で
公表 

 ※意見募集開始の３日前までに提出してください。 

・市民説明会の開催 

 （平日と休日、日中と夜間、北部と南部を組み合わせて

開催してください。） 
※市民協働課 

・閲覧場所への、資料の配布、回収 

意見の受付 
（受付期間：20日間程度） 

意見は所管課で受付けます。氏名・住所・電話番号を必ず

明記していただいてください。 

意見の取りまとめ、検討 
原案の修正 

所管課にて意見の取りまとめ、検討を行います。 
 ・原案に反映できる意見→原案の修正 
 ・原案に反映できない意見→理由のとりまとめ 

政策調整会議、総合政策会議により協議、調整 

経営会議で最終意思決定 

議会への報告 

【報告事項】（７ページ「議会への報告」と同様です） 

パブリックコメントを含め、当該計画等に係る市民参画の実

施状況およびその結果 ※報告項目および記載例は様式１ 

公表資料等の作成 

議会へ実施する旨を報告 

手続実施の依頼 

■所管課 

市民協働課へ以下の３点を紙ベースで提出してください。 

①パブコメの実施に伴う原案公表について（様式４） 

②意見募集案内文（様式５）③公開資料 

意見募集の時点で、結果公表予定時期を設定し、公表し

てください。 

※意見募集開始の３日前までに提出してください 
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議案の提出 

公表資料等の作成 
結果公表の決裁 

【決裁事項】 

・最終結果・反映した意見およびその修正点・反映でき

なかった意見とそれに対する市の見解 

■所管課…市民協働課へ必要書類の提出 

・【結果公表依頼】 ①パブコメ手続結果の公表につい

て（様式６）②パブコメ手続結果について（様式７） 

③修正後の計画等・・・各 1 部提出 

・【閲覧場所への配付用】 市民協働課で確認後、②、

③を 14部市民協働課へ提出、１部は所管課で公表（フ

ラットファイルにセットする必要なし） 

結果の公表 

■所管課…ホームページへの掲載（ホーム＞防災・まちづくり＞市民

参画＞パブリックコメント＞結果公表） 

●市民協働課…閲覧場所への公表資料の配付                 

注意 市民から提出された意見に対する市の考え方ならびに修正内容

の公表です。結果公表予定時期を守ってください！ 


